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• 11月以降、新型コロナウイルスの感染が急拡大し、再び感染者数は増加傾向にあります。

➢ 本町の人口10万人あたり新規感染者数(7日間移動合計)は、12月22日(木)時点で1,278.83人

➢ 県内の病床使用率は、50％を超えて上昇

• 医療従事者への感染も広がっており、コロナ医療以外の一般病棟の入退院や救急医療の制限も増

加し、冬場の転倒、交通事故の救急措置や治療など、新型コロナ以外の「いつもなら普通に受けら

れる医療もすぐには受けられない」深刻な状況になりつつあります。

• こうした状況から、県において令和４年12月23日に「岐阜県医療ひっ迫防止対策強化宣言」が発

出されました。

• 町民の皆様、事業者の皆様におかれましては、基本的な感染防止対策を徹底いただきますようお

願いいたします。

町民の皆様へ

＜基本的な感染対策のお願い＞

（１）ワクチンの接種

・オミクロン株対応ワクチンの早期接種

・小児（５歳～１１歳）及び乳幼児（生後６カ月～４歳）のワクチン接種

（２）換気の徹底

・常時、窓を複数開放し空気の流れを作る、定期的に部屋全体を換気するなど

・乗り合わせの車中では、外気導入で風量を強くするなど

・会食時には、人数の多少に関わらず、しゃべる際のマスク着用の徹底、換気の悪い空間の回避など

（３）体調不良時は行動ストップ

・少しでも喉の痛みなど、風邪っぽさを感じた際の行動ストップの徹底

・重症化リスクの低い方は、発熱外来の受診前に、検査キットによるセルフチェックを行い、陽性

の場合は、陽性者健康フォローアップセンターに登録

・無症状で感染不安を感じる場合、旅行やレジャーの出発前と帰宅後、高齢者や基礎疾患のある方と

会う前などは、市内の薬局等で県が実施している無料検査の活用

（４）外食・飲食での対応

・混雑した場所への外出など、感染拡大につながる行動は慎重に

・飲食店での大声や長時間の飲食の回避

・大人数の会食への参加は慎重に

（５）家族内感染の防止（家族が感染の疑いがあるまたは感染した場合）

・家庭内でのマスク着用・消毒の徹底

・行動の分離（寝室・食事をする場所を分ける、風呂は最後に入るなど）

・タオル等の共用の回避など

事業者の皆様へ

・ワクチン接種のための休暇の取得など、従業員とその家族が接種しやすい環境づくりをお願いし

ます。

・人が集まる場所での感染対策を徹底していただき、寒くなる時期ですが、職場でも十分な換気の

徹底をお願いします。


